様式第７（要綱第１６条関係）                                      　　〈おもて〉
意　　　見　　　書
年　月　日
　（あて先）
　　　　　　埼玉県知事
　　　　　　　　　　　　　　氏名又は団体名及
　　　　　　　　　　　　　　び団体にあっては
　　　　　　　　　　　　　　その代表者の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　住所又は団体にあ
　　　　　　　　　　　　　　ってはその所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、意見を提出します。
  なお、裏面の内容については、同法第８条第３項の規定により縦覧に供されることを了承します。
	 ○意見書の記載及び提出について
 １　大規模小売店舗を設置する者が「その周辺の生活環境の保持のため配慮すべき
 　事項」についての意見をお書きください。
 ２　＜おもて＞（この面）に意見書提出者の氏名等及び住所等をお書きください。
 ３　裏面の意見の内容は、日本語により、意見の理由を含めてお書きください。
 ４  意見書は、意見を述べようとする大規模小売店舗の新設等の届出の公告がされ
   てから４か月以内に提出とされていますので縦覧期間終了日までに下記に届くよう
にしてください。
 ５　意見書の提出先は、次のとおりです。

	
	 〒330-9301　埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１５－１
 　　　　　　埼玉県産業労働部商業・サービス産業支援課商業担当
	

	


（備考）１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
　　　　２　※印の項は記載しないこと。
〈うら〉
意　　　見　　　書
	 意見提出者の氏名又は
 団体名及び団体にあっ
 てはその代表者の氏名
	

	 意見提出者の住所又は
 団体にあってはその所
 在地
	


  ※　縦覧に附されて差し支えない場合のみ、氏名、住所等を記載してください。
	 大規模小売店舗の名
 称
	

	 大規模小売店舗の所
 在地
	

	 意見の対象となる生
 活環境の保持のため
 配慮すべき事項
	

	 意見の内容
	


